
香椎地区まちづくり賑わい支援事業助成要綱 
 
（目的） 

第１条 この要綱は，福岡都市計画事業香椎駅周辺土地区画整理事業（以下「土地区画整理事業」

という。）施行地区において行う商店街の賑わいを創出する事業又は地域のまちづくりに寄与す

る事業を実施する団体を助成することにより，土地区画整理事業施行期間における活力と賑わ

いの持続するまちづくりを実現し，もって土地区画整理事業の円滑な推進を図ることを目的と

する。 
（助成） 

第２条 本要綱による助成は，次の各号に掲げるものとする。 
（１） 第４条に規定する助成対象事業の企画立案及び実施に関する指導及び助言 
（２） 第４条に規定する助成対象事業の実施に対する助成金の交付 

（助成対象団体） 
第３条 助成を受けることのできる団体は，土地区画整理事業施行地区の概ね全域を通常の活動

区域とする次の各号に掲げる団体（以下「助成対象団体」という。）とする。 
（１） 福岡市中小企業振興条例（昭和 48 年福岡市条例第 21 号）第２条第２号に規定する協同 

組合等 
（２） まちづくりを目的とする特定非営利活動法人 
（３） その他市長が適切であると認める団体 

（助成対象事業） 
第４条 助成の対象となる事業（以下「助成対象事業」という。）は，助成対象団体が土地区画整

理事業地区において行う商店街の賑わいを創出する事業又は地域のまちづくりに寄与する事業

であって，次の各号のいずれかに該当するものとする。 
（１） 空き地や空店舗等を活用し商店街の街並みの連続性を補完することにより，商店街の活性 

化に繋がる事業 
（２） 商店街の集客力若しくは認知度の向上又は販売力強化により商店街の競争力の向上を図 

る事業 
（３） 社会的課題や地域の問題解決に向け取り組む事業 
（４） 地域コミュニティの場を提供する事業 
（５） その他市長が適切であると認める事業 
２ 前項の規定にかかわらず，この要綱以外の本市の制度に基づく助成金等の交付を受けて実施

する事業については，助成対象事業としない。 
（事前指導） 

第５条 助成金交付申請をしようとする団体（以下「申請団体」という。）は，助成対象事業の企

画立案にあたっては事前に市に相談し，指導及び助言を受けなければならない。 
（助成金交付対象経費） 

第６条 助成金の交付対象となる経費（以下「助成金交付対象経費」という。）及びその経費支出

基準は，助成対象事業を実施するにあたり直接要した経費のうち，別表に定めるものとする。 
 



（助成金の額） 
第７条 助成金の額は，助成金交付対象経費の４分の３以内とし，１助成対象団体あたり１年度

につき４００万円を限度として，予算の範囲内で市長が定める額とする。 
２ 前項の規定により算出した助成金の額に千円未満の額がある場合には，これを切り捨てるも

のとする。 
（助成金交付申請） 

第８条 申請団体は，香椎地区まちづくり賑わい支援事業助成金交付申請書（様式第１号）に次

に掲げる書類を添付して市長に提出しなければならない。 
（１） 申請団体の会員名簿 
（２） 申請団体の定款，規約又はこれに類するもの 
（３） 事業計画書 
（４） 収支計画書 
（５） その他市長が必要と認める書類 

（助成金の決定） 
第９条 市長は，前条の申請があったときは，当該申請に係る書類の審査及び必要に応じて行う

現地調査等により助成が適正であるかを調査し，助成金を交付すべきものと認めたときは，香

椎地区まちづくり賑わい支援事業助成金交付決定通知書（様式第２号）により，その旨を申請

団体に通知するものとする。 
２ 市長は，前項の決定に条件を付すことができる。 
（助成金交付申請の取下げ） 

第１０条 申請団体は，前条第 1 項の決定に対し不服がある場合には，香椎地区まちづくり賑わ

い支援事業助成金交付決定通知書を受領した日から３０日以内に助成金交付申請の取下げをす

ることができる。 
２ 前項の助成金交付申請の取下げをしようとする団体は，香椎地区まちづくり賑わい支援事業

助成金交付取下書（様式第３号）を市長に提出しなければならない。 
（計画の変更） 

第１１条 助成金の交付決定を受けた団体（以下「助成団体」という。）が，次の各号のいずれか

に該当することとなった場合には，遅滞なく香椎地区まちづくり賑わい支援事業助成金変更申

請書（様式第４号）を市長に提出し，承認を受けなければならない。ただし，軽微な変更につ

いてはこの限りではない。 
（１） 助成対象事業の内容を変更しようとするとき 
（２） 助成対象事業の経費の配分又は執行計画の変更をしようとするとき 
（３） 助成対象事業を中止し，又は廃止しようとするとき 
２ 第９条の規定は，前項の香椎地区まちづくり賑わい支援事業助成金変更申請書が提出された

場合について準用する。 
（実績報告） 

第１２条 助成団体は，助成対象事業を完了したとき又は前条第１項第３号に係る承認を受けた

ときは，香椎地区まちづくり賑わい支援事業実績報告書（様式第５号）に次に掲げる書類を添

付して，速やかに市長に提出しなければならない。 
（１） 助成金交付対象経費に係る支出の確認ができる書類等の写し 



（２） 助成対象事業の実績及び成果を証する書類等 
（３） その他市長が必要と認める書類 

（助成金の額の確定） 
第１３条 市長は，前条の規定により提出された書類（以下「報告書等」という。）を受理した場

合には，報告書等の審査その他必要に応じて行う調査等により，助成対象事業の成果が助成金

の交付決定の内容及びこれに付した条件に適合するものであることを確認するものとする。 
２ 市長は，前項の確認により交付すべき助成金の額を確定したときは，香椎地区まちづくり賑

わい支援事業助成金交付確定通知書（様式第６号）により，助成金の確定額を助成団体に通知

するものとする。 
（助成金交付の時期） 

第１４条 助成金は，前条の規定により確定した額を助成対象事業の終了後に交付するものとす

る。ただし，市長が，助成対象事業の終了前に交付することが適当であると認める場合には，

助成金を一括又は分割して助成対象事業の終了前に交付することができるものとする。  
２ 前項ただし書の場合において，確定した額が既に交付した額に満たないときには，助成団体

はその満たない部分に相当する額を返還しなければならない。 
（助成金交付決定の取消し） 

第１５条 市長は，助成団体が次の各号のいずれかに該当する場合には，助成金の交付を取り消

し，又は既に交付した助成金の全部若しくは一部を返還させることができるものとする。 
（１） 虚偽の申請その他不正の行為があったとき 
（２） この要綱に違反したとき 
（３） その他市長が不適当であると認めたとき 

（報告の徴収等） 
第１６条 市長は，助成団体に対して必要な報告を求め，又は必要な調査若しくは指示を行うこ

とができる。 
（委任） 

第１７条 この要綱に定めるもののほか，この要綱の実施に関し必要な事項は別に定める。 
 

附 則 
 この要綱は，平成２２年４月１日から施行する。 

附 則 
 この要綱は，平成２４年３月１日から施行する。 

附 則 
 （施行期日） 

１ この要綱は，平成２６年４月１日から施行する。 
 （期  間） 

２ この要綱は，平成２９年３月３１日をもって廃止する。 
 



別 表 （第６条関係） 
 

助成対象経費 

助成対象経費 経費支出基準 
会場設営費 継続的にチャレンジショップ事業等を実施する場合で建物をリースした

場合の建物リース料等 
イベント事業等を実施する場合の一時的な空店舗及び土地の賃借料とし

て支払われる経費 
ただし，敷金や保証料は対象としない。 

内装・設備等工事費 チャレンジショップの補修等に要する経費 
本事業の実施にあたり借り上げた空店舗等の内装・設備工事に要する経費 
ただし，当該経費は当該事業の遂行にあたって必要最小限のものとする。 

装飾費 商店街の街並みの連続性の確保や，景観イメージの向上を目的として，商

店街等に装飾をするために要した経費 
広告宣伝費 本事業を実施するために必要な広告宣伝の経費 
印刷消耗品費 本事業の実施又は評価・分析にあたり必要な印刷消耗品費 
光熱水費 本事業の実施にあたり要した光熱水費の支払いに要する経費 
借料及び損料 本事業の実施にあたり必要な機器・器具等のリース又はレンタルに要する

費用 
通信運搬費 郵便代，運送料として支払われる経費 
雑役務費 本事業の実施に必要な補助的業務を行うものに対するアルバイト代とし

て支払われる経費 
委託費 事業の運営又は，事業の分析・評価に関して，専門的知見を必要とする業

務の遂行にかかる委託料として支払われる経費 
備品費 什器等の備品の購入に要する経費 

ただし，当該経費については原則としてリース又はレンタルで対応するこ

ととし，リース又はレンタルよりも購入する方が費用対効果等の観点から

効果的であって，事業終了後も適切に管理できる場合に限り購入に要する

経費を対象とすることができる。 
イベント費 本事業を効果的に実施するため開催するイベント運営に要する経費 

イベント実施に伴う保険料，警備費用，ゴミ処理手数料等 
商品・記念品代・商品券事業のプレミアムなど。ただし，商品・記念品・

プレミアムについては助成対象経費の２割を限度とする。 

事務費 振込手数料，会議場借上費等 
無体財産使用料 意匠権，商標権等，ライセンス等無体財産の購入・使用に要する経費 
事業の実施にあたり，上記以外の経費で市長が必要と認める経費については助成対象とすること

ができる。 


